
はじめに

わが国では、農業の担い手の高齢化によって離
農が急速に進んでおり、解決策として経営規模の拡
大や集落営農、企業の参入などが期待されていま
す。2025年に公表された最新の「農林業センサス」
によれば、個人経営体数は2020年の調査と比べて
23.9％減少したのに対して、法人経営体数は7.9％
増加しています。今後も農業を継続させるために
は、農業の経営体が耕作地の拡大に応じてスマー
ト化や人材の雇用・育成に取り組み、健全に組織を
成長させることが必要です。本稿では、農業経営体
の発展に欠かせない法人化やスマート化、人材管理
の仕組み化、次世代への事業承継について解説し
ます。なお、意見にわたる部分は筆者の私見であり、
PwC Japan有限責任監査法人および所属部門の公
式見解ではないことをお断りしておきます。

1 農業大規模化の必要性とこれまでの経緯

（1）農業経営体の規模の現状

まず日本の農業経営体の規模に関する現状を確認し
ます。図表1は主に2020年の農林業センサスの情報で
すが、上段には経営体における法人の割合を掲載してい
ます。全産業の11.8％に対し、農業は2.8％となってお
り、個人事業主の割合が高い業種と考えられます。また、
図表1上段の個人経営体数は103万戸と、下段の小～
中規模農家の小計105万戸と近い数値であり、おおむね 

小～中規模農家＝個人経営体であると推測されます。
図表1の下段では、経営規模別の販売額とシェアを示
しています。経営体数としては全体の2％に満たない大
規模経営体だけで、販売額シェアの約半分を占めている
ことが分かります。ここから、小規模農家が大規模化す
ることで、効率化や価格交渉力を強化できる余地があ
ると考えられます。大規模農家の販売額は年々増加し
ています。2010年の販売額シェアは34％、2020年は
49.6％となっており、今後さらに伸びていくことが予想
されます。大規模農家は新規就農者の受け皿としても重
要な役割を果たしていると考えられます。2023年新規
の雇用就農者は9,300人で49歳以下の割合が約3分の
2を占めています。
海外と日本の農業経営体の規模には大きな差があり、
各国の平均経営規模は図表2のとおりです。日本は国
土の狭さに加えて平地が少ないこともありますが、農業
経営体の規模が非常に小規模であることが分かります。
オーストラリアの平均経営面積は4,442.9ヘクタールで
す。都市農業との極端な比較になりますが、横浜市の農
地面積約3,000ヘクタール（農業経営体1,770戸）の
1.5倍近い面積を1つの経営体で運営していることにな
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ります。
なお、農業の規模の在り方については立場によってさ
まざまな意見があり、必ずしも小規模農業を否定するも
のではありませんが、本稿では、効率化や農業の次世代
への継承を念頭に大規模化の方法について解説してい
きます。

（2）日本の小規模農業の背景と大規模化への経緯

戦後の農地改革により、大地主が所有していた農地は
小作人に譲渡されました。農業者に土地が一定程度均
等に配分され、土地の所有者＝耕作者（耕作者主義）に
基づいた政策がとられました。農地改革では国が174万
ヘクタールの土地を買い取り、約474万戸の農家に売り
渡しています（単純に割り算すると1戸当たり0.36ヘク
タールが譲渡された計算になります）。この「耕作者主
義」がスタートラインであることが、わが国の農業が小
規模経営・個人経営中心となっている最大の要因と考
えられます。
また、他の商工業は均一の商製品を全国に展開して
いくスタイルのビジネスモデルであるのに対し、農業は

土地がベースになっている産業であり、山間地の多い日
本では山地によって地域が区分けされてしまうことから
大規模化しにくいという要因もあります。
このような個人経営をスタートラインとしながらも、
その後、1962年には農業生産法人制度が創設されまし
た。2009年には解除条件付き賃貸借により一般法人の
農業参入が容認され、2016年には農業生産法人が農地
所有適格法人に名称変更され、農業者以外の資本参加
が認められるなど、段階的に農業の大規模化や企業に
よる農業参入を可能とする規制緩和が進んでいます。
日本では、農業者の高齢化による離農が進んでおり、
市町村が策定した農地利用の将来像を示す「地域計画」
によると、地域によっては担い手不足により耕作されな
くなる農地の増加が懸念されています。将来的に耕作さ
れなくなる農地については、新規就農者や企業が新たな
担い手としての役割を担うことが期待されています。

（3）農業経営の大規模化

農業が次世代にわたって存続するためには、強い農業
経営体をつくる必要があります。具体的には、①法人化

図表1：農業経営体の現状（2020年）

総数 個人経営体 法人経営体 農業法人組合 会社

農業経営体
107万 103万 3万（2.8％）

（うち農地所有適格法人が1.9万）
0.7万 1.9万

所得税、法人税の申告経営体
2,550万 個人事業主の申告数

2,249万
301万（国税庁の申告法人数）
（11.8％）

一戸当たり産出額（年商） 農家経営体数 販売額シェア

小規模農家
500万円未満 85.7万戸（79.7％） 12.1％

500万円以上1,000万円未満 9.2万戸（8.5％） 8.7％

中規模農家 1,000万円以上5,000万円未満 10.6万戸（9.9％） 29.6％

中小合計 105.5万戸 50.4％

大規模農家 5,000万円以上 2.1万戸（1.9％） 49.6％（2010年は34％）

農業経営体のデータ：2020年農林水産省「農林業センサス」より
所得税、法人税の申告経営体：国税庁ホームページより2020年の申告者数を利用

小～中規模農家数は、おおむね個人
経営体数に近い数値となっている

出所：PwC作成

図表2：農業経営面積の国際比較

日本（2019年） 欧州連合（2016年） 米国（2019年） オーストラリア（2018年）

平均経営面積
（日本を1とした場合の倍率）

3.0ヘクタール 16.6ヘクタール
（5.5倍）

179.7ヘクタール
（59.9倍）

4,442.9ヘクタール
（1480.9倍）

出所：農林水産省「経営規模・生産コストの内外比較」をもとにPwC作成
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することで組織的な運営が行われ、②スマート化するこ
とで効率化・規模拡大が可能となり、③人材管理をする
ことで次世代の経営者を育て、現在の経営体のステー
クホルダーからの信頼を高め、その経営体を次世代に引
き継いでいくことです（図表3）。

2 大規模化・法人化

そもそも法人という仕組みは、自然人が必ず寿命を迎
えることから、法律上の人格を擬制して権利・義務の帰
属を認めたものなので、組織を動かす人の寿命が尽きて
も次世代に受け継がれることになります。
個人経営による農業が法人化するメリットとしては、
経営意識の向上や税務メリット、採用や資金調達のしや
すさなどがあります。組織として農業に取り組むことで
スケールメリットが生み出され、資産を法人という箱に
集約することで事業承継をしやすくなり、個人で借入を
負担しなくて済むようになります。現代の農業は機械化
が進んでいますが、農業機械は高額なものが多く、稼働
率を高くしないと減価償却費を回収できないため、経営
規模を大きくして農業機械の稼働率を最大限まで高め
ることが求められます。

（1）法人化のタイミング

法人化すべきタイミングについては、この規模で法人
化をすべきという明確な数値はないものの、法人化のメ
リットから考えると、おおむね図表4の規模に達したと
きが法人化の契機（トリガーポイント）となると考えら
れます。これらのトリガーポイント以外にも、信用力を
つけて採用につなげるため、法人しか利用できない補助
金の獲得のため、借入限度額の拡大のため（法人のほう
が個人よりも貸付限度額が大きい）などの目的から、図
表4に示す目安よりも小規模で法人化することも考えら
れます。

（2）農業の法人化に伴う2つの山

永続的・組織的な経営や上記のメリットを目的として
法人化をしていくことになりますが、この他に①法人化
するときと②法人化した後で増加する負担についても
準備をしておく必要があります。法人化にあたっては図
表5のように2つの山があります。
①では、法人設立の諸手続きの他、個人からの資産
の引き継ぎ、社会保険への加入が強制になるため、社会
保険料の負担や社会保険事務などが増加します。
②では、大規模化していくにつれて管理業務・間接業
務の増加（多数の人が意思疎通しながら連携して仕事

図表3：農業を大規模化して次世代につなぐ

次世代への
事業承継

組織的な経営の中でノ
ウハウが世代間で伝承
され、確実な事業承継
が行われる

個人経営ではなくシス
テム化された運営を引
き継ぐことができる

資産・負債のスムーズ
な次世代継承

ステークホルダー
からの信頼を高める

法人化・大規模化して安定
的な経営をすることでさま
ざまなステークホルダーか
らの信頼を高める

農地提供者➡地域の担い
手として信頼できる

資金提供者➡安定した経
営により確実な返済が可能

従業員➡法人化しているこ
とで収入が安定している

取引先➡安定的に商品を
供給できる

法人化
法人格を持って、組織的に農業生産を行う。
法人化することで信用を高め、資金調達、人
材確保、販路開拓に役立てる

スマート化
モニタリング・分析・判断・作業を自動化
されたプロセスに置き換えることで大量の作
業処理を可能にする。自動化されたプロセス
の中で人間の役割を再配置し、人間はより
付加価値の高い業務にシフトする

人材管理の仕組化
安全管理、労働条件の整備、作業の標準化
やコミュニケーション、動機付けとキャリアプ
ラン、経営ビジョンの共有

経営統合による成長
栽培方法や組織運営が確立されている他の
経営体との統合

内
部
資
源
に
よ
る
成
長

外
部
資
源
に

よ
る
成
長

出所：PwC作成
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を進めるための業務の標準化やマニュアル化、社会保険
事務や補助金申請業務など）による負担増が考えられ
ます。
非農業の事業会社では、グループ会社のバックオフィ
ス業務を集中的に処理する会社をつくるなどシェアード
サービス化が進んでいます。農業でも定型的な事務や
補助金関連の書類作成は多く、農家が共同してバック
オフィス機能を持つことも考えられます。

（3）スマート化

近年のデジタル技術の発達、特にGPSによる位置情
報の正確な計測や通信技術の向上、センサーによる状

況の把握（目）とデータ分析精度の向上による適切な育
成方法や収穫タイミングの判断（脳）、さらにはロボット
による自動作業や遠隔操作（手）ができるようになった
ことで農業のスマート化が進んでいます。スマート化で
は、さまざまな技術を活用し、栽培工程の中で栽培手順
そのものを変えたり、これまで人が担っていた作業や判
断を自動化したりすることで、機械やコンピューターと
人の役割分担を見直し、工程全体を再編成・最適化す
ることが必要になります。
例えば、稲作においては水の管理が重要です。従来は
散在する圃場の見回りをして水量調整を行っていたとこ
ろを、水位センサーを使ってスマホで水量を見て、遠隔

図表4：法人化のトリガーポイント

指標 トリガーポイント 考慮事項

売上高 5,000万円～1億円程度
●   日本政策金融公庫の農業経営動向分析結果や日本農業法人協会の農業法人白書では、売上規模別、作付

別などに農業法人の経営規模に関するデータを公表しており、概ね5,000万円～1億円程度から法人化する
ことが多いと考えられる。

利益（所得） 1,000万円～2,000万円
●   所得税の税率が法人税の税率を上回る利益（課税所得）水準で法人化する。
●   法人化するときに社会保険が強制適用となるため、社会保険の料率分の負担が増加することや法人設立費用

や事業税などを負担できる利益余力が必要となる。

人員数 労働者5人以上
●   雇用保険・労災保険の適用が、個人経営で労働者5人未満は任意、個人経営で労働者5人以上と法人の場

合は強制適用となることから、労働者5人以上になった時が法人化検討の契機となると考えられる。

出所：PwC作成

図表5：農業の法人化に伴う2つの山

規模拡大に伴う事務
手続や間接業務によ
る経営者の負荷

経営規模

① 法人化に伴う、法人形態の選択と
　 法人設立手続、役員の選定など
法人化時に苦労した点（n＝358、複数回答）
● 事務負担が大きい：57.4％
● 費用負担が大きい：32.0％
● 相談相手がいない：16.4％

② 大規模化に伴う、管理業務・間接業務の増加
具体例
● 採用・労務管理：就業規則や給与制度の整備、社
会保険の整備と金銭的負担、人材育成、モチベー
ション管理

● 生産管理：作業の標準化・マニュアル化、GAP認
証取得

● 計数管理：決算、補助金の申請書・報告書作成、
金融機関への報告

● 大人数でチームプレーで仕事をするので、マネジメ
ント（ルール、手続き、コミュニケーション）が必要に
なる

● 「選手」から「監督」への転換が必要になる

法人化後に生じた新たな課題（n＝527、複数回答）
● 社会保険負担増：57.3％
● 税理士への支払い負担増：23.3％
● 面倒事を押し付けられるようになった：12.5％

個人経営 法人経営

出所：農林水産省「農業経営法人化ガイドブック」をもとにPwC作成
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操作で水門を開閉すればよいので、見回りの移動時間が
大幅に削減できます。スマート化では、特定の工程の工
数が下がっても、他の工程で省力化ができずボトルネッ
クが発生すると全体としての効率が上がりません。その
ため、全工程を通じた最適化が重要になります。
図表6は、スマート機器の講習の内容をベースに、稲
作の生産工程に沿ってスマート機器の使用前後の変化
や効果をまとめたものです。技術の進歩に伴い、これま
での工程のどの部分をどの技術に置き換えるかを検討
することが基本になります。加えて、工程をゼロベース
で見直すことも必要かもしれません。従来の稲作では苗
を育成して水田に田植えをするのが常識であったとこ
ろ、ドローンで直播することで育苗から田植えまでの工
程が不要になったり、陸稲技術の進化によって水管理の
手間が省けたりするなど、これまで常識と思われていた
工程そのものが不要になることも考えられます。手作業
を単純に機械化するだけでなく、工程全体を俯瞰し、最
新の技術と照らし合わせながら、工程そのものの意味を
問い直すことが農業生産のイノベーションにつながりま
す。また、生産工程の中でスマート化することも大事で
すが、スマート化によって省力化できた時間を使って、
販路を開拓するなど新たな価値を創出していくことも大
切です。

（4）人材管理（労務管理、採用、人材育成）の仕組み化

大規模に農業を経営していくためには、従業員やパー
トタイマーを雇用して共通の目標を共有し、意思疎通を
図りながら組織を運営していく必要があります。また、
農業は危険を伴う機械作業が多く、労働の季節繁閑の
差もあるため、それらの特徴を踏まえて農作業の安全管
理と標準化、労働関連法規への対応、人事制度の整備
など、人材管理の仕組み化が必要になります（図表7）。
人材の採用のためには法人化や労働条件を他産業に比
べて見劣りしないように改善していくことも重要です。

①農作業の安全管理
農林水産省の「令和5年に発生した農作業死亡事故
の概要」によれば、農業における死亡者数は2023年で
236人、死亡率は10万人に対して11.6人となっており、
全産業の1.1人、建設業の4.6人と比較しても多くなっ
ています。死亡事故の原因の67％は農業機械に関連し
た事故（農業機械の転倒など）であり、近年では熱中症
による死亡も増えています。農業者が高齢化している
ことも一因であると考えられますが、安全管理のための
対応として、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理体
制の整備、安全衛生教育の実施、特別教育や技能講習
（フォークリフトや油圧ショベルなどの操作や安全に関

図表6：農業生産プロセスのビジネスプロセスリエンジニアリング

Before

塩水選、種まき、
発芽、水やり

田植え機による
作業

土壌検査は
検査機関で
３週間

除草作業・
除草剤

刈払い機の
草刈り

生育を確認
しながら手
作業で肥料
散布

通常のコンバイン

土づくり 苗代づくり 田植え 田内の
草とり

稲作
プロセス

畔の
草刈り 水管理 肥料管理

手作業による
農薬の散布

農薬散布 収穫

毎日自動車
で見回りし
て水調節

スマート化
とコスト

● 種に鉄をコーティングしてドロー
ンで種まき

● 収量は1割程度落ちるが作業は
早く、広い面積を1人でできるよ
うになる

● 肥料・農薬散布ドローン：60万
円程度、ドローン研修：20万円
程度、保険、その他届出等

● スマホで確
認して水量
コントロー
ル

● 水センサー
：1つ2万円
程度

食味収量センサー
付きコンバインで稲
刈りしたデータ（タ
ンパク値、水分、収
量）を圃場ごとに取
得できる

土壌検査機：
40万円程度

カルガモロボ
他

ラジコン草刈
り機

After
（効果）

導入効果の測定：作業時間の短縮、単収（面積あたりの収穫）の増加など

圃場データを活用
した（翌年の施肥
設計による）品質
向上・収量増加

15分で結果
が出て、不足
養分をすぐに
散布可能

苗代づくり、田植え作業の省力化

除草作業の
軽減、環境
負荷低減

日陰から操作
可能、刈払機
の振動障害
軽減

見回り時間の
削減、遠隔で
水量コントロ
ール

ドローンで自
動肥料散布、
数時間で実施

自動農薬散布
で数日かかっ
た作業を数時
間で実施

● ドローンのセンサーで生育
の弱い箇所を特定し、ドロー
ンで肥料散布

● センサードローンを利用し
た農薬散布

● 肥料・農薬散布ドローン：
60万円程度

スマート化は単なる機器の導入に終わらず、生産プロセス全体を俯瞰して、全体の作業工程を組み直し、アウトプットを最大化することや、
スマート化で空いた時間をどのように活用するかまで考えるビジネスプロセスリエンジニアリングとして実施する

出所：長岡市「次世代農業推進拠点施設（あぐらって長岡）スマートアグリ研修」の資料をもとにPwC作成

43PwC�s View　Vol. 60 ｜ January 2026

連載



する講習）、作業への安全対策の組み込み（防護具の着
用や機械の点検など）が必要となります。
②労働条件の整備
農業では労働の季節変動性が高いため、他産業のよ
うな労働時間や休憩に関する原則が適用されません（労
働基準法41条）。労働時間について他産業では1日8時
間、週40時間を超えることができませんが、農業では
制限はありません。休憩についても、他産業では労働時
間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間の
休憩が必要となりますが、農業では定めがありません。
休日についても他産業では1週間に1日、4週間で4日
が必要ですが、農業にはこの定めがありません。このよ
うに定めがないからといって労働条件を厳しくしたり、
経営者のその都度の判断に委ねたりしていては、人材を
集めることができません。変形労働時間制を導入し、労
使協定や就業規則などのルールを整えておくことが重要
です。
③標準化・コミュニケーション
従来、個人経営を前提としてきた農業では、作業の主
体は経営者と家族で暗黙のコミュニケーションが許容
されてきた部分も多いと思われますが、大規模化して血
縁・地縁のない人を雇用するとなると、知識や生活文化
が異なるため、丁寧な意思疎通をしないとさまざまな齟
齬が発生することになります。そのためにビジョンの共

有、作業の標準化やマニュアル化が必要になります。「言
わなくても分かるだろう」ではなく「知らないかもしれ
ない」という前提でコミュニケーションをすることが必
要で、指導や報告・連絡・相談のための時間も増えてい
くと考えられます。
④GAP（Good Agricultural Practices)

GAPは、主に産品の品質向上のための生産プロセス
の標準化として行われますが、そのためには整理整頓や
職場の安全確保を実施することが必要であり、労務管理
的な要素も含んでいます。生産管理と労務管理を網羅
し、GAP認証を受けられるように経営を改善していくこ
とは、効率化・標準化・労務管理の向上などにつながる
ものと考えられます。

（5）経営体の成長に応じて適用される制度

経営規模が大きくなるにつれて、小規模企業に対する
例外的・簡易的な措置を受けられなくなり、制度の原則
適用となることに留意が必要です（図表8）。

（6）経営統合による成長

ここまでは経営体の内部経営資源による規模拡大に
ついて解説してきましたが、合併・買収などにより他の
農業経営体と経営統合して規模を拡大する方法もあり
ます。すでに作物栽培や組織運営の仕組みが回っている

図表7：人材管理の仕組み化

労働条件の整備

労働安全の確保

作業の標準化
コミュニケーション

動機付け
キャリアプラン

経営ビジョン
の共有

●　経営ビジョン・理念の共有
●　従業員のエンゲージメント向上

●　スキルアップを昇進、昇給につなげる客観的な評価制度
●　組織内におけるキャリアパスの見える化
●　次世代経営者候補の育成

●　属人化から標準化へ
●　情報共有のための仕組みの構築
●　従業員も参加して作業ルールを策定

●　他産業並みの労働時間と所得、社会保険制度の整備
●　休暇制度の充実

●　農業は他産業と比べて死亡事故が多い（機械事故、熱中症、農薬）
●　危険予知活動の導入、労働安全教育などの徹底
●　労災保険の加入

GAPと関連する領域

出所：PwC作成
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経営体を引き継ぐのであれば、それまでの経営資産（設
備、人材、運営体制、信用）を引き継ぐことができ、一
から立ち上げる必要もありません。
稲作が盛んなある地域では、若手経営者が法人化し
て規模を拡大している農業経営体に、メンバーが高齢化
している組合が合流して経営を継承するケースもありま
す。このようなケースでは、組合側は自分たちが動けな
くなる前に事業承継の目途をつけることができ、引退ま
では農作業に従事することができます。農業経営体側で
は若い農業者を雇い入れて人材を育成する仕組みを構
築しているので、組合の運営していた農業を段階的にバ
トンタッチしていくことが可能です。

（7）ステークホルダーからの信頼を構築する

大規模化は、ステークホルダーからの信頼を構築して
協力を得るという取り組みです。土地の所有者から信頼
できる担い手と評価されることで、より多くの農地を任
せてもらうことができます。従業員が経営ビジョンに共
感し、「自分の生活や成長を支えてもらえる」と実感で
きるようになると、高いモチベーションで働いてもらえ
ます。資金提供者からは、地域の発展を目指し、返済も
しっかりと行うことで信頼してもらえます。経営統合に
おいても、「自分たちの行ってきた農業を次世代に引き
継いでもらえる」という信頼が合併の原動力となります。
このようにさまざまなステークホルダーとの信頼関係を
構築することで協力を得られることも、大規模化におけ
る重要な要素と考えられます。

（8）大規模化した農業経営体のビジネスモデル

農業では一定規模までは土地を集約して自社で規模
拡大することになりますが、自社の耕作面積を増やすだ
けでは限界があります。売上10億円規模の農業法人を

見ると、規模拡大のパターンは大きく2つあります。1

つは、自社で人材を育成し、独立時に自社の生産方式
や規格に従って生産してもらい、その農作物を買い取っ
て、自社は販路確保や価格交渉に注力する生産フラン
チャイズ方式のような形態です。もう1つは、閉農期の
人員活用や付加価値の向上のために、生産から加工・販
売へと事業領域を広げる6次産業化方式です。
この他には、農産物が地域によって収穫時期が異な
ることを利用して、複数の地域から時期をずらして出荷
することにより、通年で農産物を共有できる体制を構築
している農業経営体もあります。

3 次世代への事業承継

最後に、大規模化した農業経営を次世代に引き継ぐ
ためのポイントを解説します。
法人化は事業を永続的に実施するための手段なので、
法人化することで農業経営の資産（設備、人材、運営の
仕組み）を次世代に承継しやすくなります。事業承継に
おいて重要なポイントは後継者の確保で、そのためには
次世代の経営を担う人材を経営内に確保するとともに、
組織体制の整備と育成を行い、段階的に権限を委譲し
ていくことになります。事業承継をスムーズに行うため
には、これまで述べてきた次世代への継承をスムーズに
行うための法人化や、人材確保のための労働条件の改
善、人材育成の仕組みづくりが必要になります。
果樹栽培の盛んな地域の中には、地域の農協が会社
を設立し、高齢化した農家から果樹園を預かり、そこで
新規就農者を雇い入れて教育し、就農者が独立すると
きに果樹園の農地の賃借権も渡すという、のれん分けの
ような仕組みで世代間継承を実施している事例がありま
す。事業体そのものを引き継ぐわけではありませんが、
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図表8：規模拡大に伴う制度適用の変化

指標 ポイント

売上高
消費税について
●   免税事業者となるためには基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが必要
●   簡易課税の適用を受けるためには基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが必要

資本金
●   株式会社・合同会社では法人税において資本金1億円以下は法人税率の優遇、同族会社の留保金課税の適用あり
●   株式会社・合同会社では事業税について資本金1億円超で外形標準課税の適用となる

従業員数

●   労災保険について個人経営でも従業員5人以上となると強制加入となる
●   常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成し労働基準監督署に提出が必要
●   労働安全衛生法の安全衛生管理体制：農業では、従業員1～9人では選任不要、10～49人で衛生推進者、50人以上で衛生管理者、産

業医の設置が必要となる

出所：PwC作成



法人が前世代と次世代の間に入って、仕組みとして回っ
ている生産活動を次世代に継承するための受け皿とな
る良い事例といえます。農業を永続的に維持・発展させ
るためには、社会の仕組みとして農業が継承される制度
を整え、血縁や人の相性だけに依存しない形で継承し
ていくことが必要であると考えられます。

4 おわりに

農業は地域の人々が血縁・地縁に基づいて土地を
守ってきた産業であり、人々の土地への努力と思いで成
り立ってきました。一方で、合理的な仕組みを取り入れ
て大規模化し、強い農業経営体を作り担い手を確保し
次世代に承継していくことは、これまで農業を守ってき
た先人の遺産を社会に引き継いでいくことにつながると

考えられます。
最後に、本稿執筆にあたって農業関係者の皆様から、
実際の農家への視察や大規模化の考え方の整理などに
多大なご協力をいただきましたことに御礼を申し上げ
ます。
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